
1

1

※「隣地境界線」は、北側が隣地の場合は北側隣地境界、道路の場合は道路反対

ます。

用途地域境界線 隣地境界線

　建築物の敷地の北側隣地境界線が、第一種及び第二種低層住居専用地域以外

にある場合は、当該北側隣地境界線の真北方向にある直近の第一種及び第二種

低層住居専用地域の用途地域境界線を建築物の敷地の北側隣地境界線とみなし

（建築基準法第55条により、建築物の高さは10ｍを超えることができません。）

　側の境界をいいます。

高度地区

【第一種・第二種低層住居専用地域の場合】

【若葉通、花川南３丁目通の場合】

 その他の地域
（若葉通、花川南３丁目通の北側の一部）

  直近の第一種・第二種
  低層住居専用地域

　建築物の各部分の高さは、隣地境界線から真北方向の水平距離に５ｍを加え
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隣地境界線

たもの以下としなければなりません。
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